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新規起業事業場就業環境整備事業及び介護事業場就労 

環境整備事業に係る普及指導員の募集について 

 

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、このたび、福島県労働基準協会より厚生労働省委託事業「新規起業事業場就業環境

整備事業及び介護事業場就労環境整備事業」に係る普及指導員の推薦について別紙のとおり

依頼がありました。 

つきましては、普及指導員を希望される場合は６月２４日（金）までお申込みください。 

なお、業務の実施にあたりましては、福島県労働基準協会で会議（日程未定）を予定して

おります。 

記 

１．業務内容 

新規に起業した事業場や介護事業場に対し、労務管理の改善等就業環境整備のための支

援・アドバイス 

２．対象事業場 

普及指導員が以下の２件（予定）を勧奨し実施する。 

①新規に起業した事業場  １件 

②介護事業場       １件 

３．活動日  １事業場あたり２回程度事業場を訪問しアドバイスを行う。 

４．謝金等  １回あたりの謝金は以下のとおり。 

①新規に起業した事業場  8,780円＋旅費 

②介護事業場       10,000円＋旅費 

５．募集人員 ４名 

４名を超える場合、介護事業労務管理研修会（Ｈ28 年３月 11 日開催）受講修了者を優

先とする。 

                                          

福島県社会保険労務士会会長 様(FAX 024-534-5432、E-mail fukusha@green.ocn.ne.jp) 

平成 28年 ６月  日 

 

 氏名                

 

新規起業事業場就業環境整備事業及び介護事業場就労環境整備事業に係る普及指導員を希

望します。 

mailto:fukusha@green.ocn.ne.jp


福島県社会保険労務士会

会長金子昌明殿

ゆ

平成 28年 5月 31日

(一社)福島県労働基準協会

会長唐続幸市郎

新規起業事業場就業環境整備事業及び介護事業場就労環境整備

事業に係る普及指導員の推薦願について

日頃より当協会の事業につきまして、多大なご埋解ご協力を賜り、 j享く御礼申

し上げます。

標記事業につきましては、公益社団法人全国労働基準関係団体連合会が厚生

労働省より委託を受けて、新規に起業した事業場や介護事業場に対し、労務管坦!

の改善の支援をする事業です。実際には普及指導員が指導を担当することにな

りますが、普及指導員には、社会保険労務士として活動されている方が適任と考

えています。以前より指導事業場が多くなったため、普及指導員の噌員を図る必

要が生じたことから、社会保険労務土 4 名の推n~ をいただきたくお願い申しヒ

げます。

活動日数は、 l事業場 2日程度で、年間 2事業場程度の指導をお願いするもの

です。詳細は、別添パンフレットをご参照ください。
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平成27年度に専門軍の個別訪問制度を利用した400事業場からの回筈(複数回筈)

この象業(新規起業事業場就業環境整備事輩)は、公益社団法人全国労働基準隣保団体連合会が厚生労働省から畳託して企画運営しています。
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「セミナー」を開いて支援

起業した・分社した・異業種へ進出した・初

めて人を雇ったなと、の事業主の皆さんにこ‘

参加いただき、業種や業態等に相応しい労

働時間や休日 ・休暇、安 全 衛 生 な ど 就 業

環境を整えるために必要な基本的な知識・

情報やノウハウを、当連合会制作の見やす

く理解しやすいテキストを用いて解説しま

す。

事業主、労務担当者など、どなたでも参

加できます。(異業種交流も期待できます。)

「個別に訪問Jして支援

労働時間制度や安全衛生管理などに詳し

い専門家(普及指導員)が貴社を訪問(原

則2回)し、業態等に相応しい就業環境を整

えるために必要な情報を提供するとともに、

次のようなご相談 にも応じ、具体的な対応策

も助言します。

①変形労働時間制 裁量労働市lの導入の可否、 ②労働

時間の適正把握・管理、③休日・休暇の設定、年次有給

休暇の付与、④安全衛生管理体制の整備、 ⑤資格の必

要な業務の確認と資格の取得、⑤機械設備の安全性の

確保や届出、⑦労働保険(労災雇用)の加入手続き、⑧

就業規則の作成届出、⑨労働条件の明示 など。

|I rセミナー」を受講してから「専 門 家 の個別訪問」を利用することをお勧めします。 11

-ごの事業は、次のような事業主の皆さんが利用 できます。

.起業(分社)してから

.異業種へ進出してから

.初めて従業員を雇い入れてから }…一
この事業のご刺用を希望される場合には・.. 
利用申込書 (右頁)に所要事項をご記入の上、全基連都道府県支部 (4面に所在地 覧)に郵送または

FAX送信してください。

折返し、ご希望に応じて、セミナーの開催案内をお送りするか、普及指導員が事業場にお伺いする日程を調整

させていただきます。

受講者からこんな声が届いてます。
※ 平成27年度に本事業のセミナー事業を利用された

参加者の皆様から次のような感想を頂きました。

0起業前にこのセミナーを受講でき
ていたら良かった。

O労務管理については、素人同然だ
ったので、 とても分かりゃすく理解
できた。

0就業規則を従業員と話し合いで作
成しており、参考になった。

Oマイナンバーについては、時期とし
てマッチした項目であった。

0本セミナーを職員の社員教育のー
環として参加させており、本事業を
継続して開催してほしい。

※ 平成27年度に本事業の個別支援事業を利用された

参加者の皆様から次のような感想を頂きました。

0就業規則がなかったので。事例
や説明を具体的に受けて大変
参考になった。

0社会保険について理解でき、加
入手続きがスムーズにできた。

Oマイナンバー制度に関する話
は、時季を得ており良かった。

O労働条件の内容を+分理解で
きた。

O法的な規定の整備及び実施に
ついての知識が乏しかったの
で、とても参考になった。



利用申込書
(兼 FAX送信票)

平成

就業環境を整備するため、新規起業事業場就業環境整備事業の利用を

次のとおり、申し込みます。

公益社団法人全国労働基準関係団体連合会

都道府県支部支部長殿

事業場の名称

T 

所在地

代表者

職氏名

4走
業
員
数

担人

当 事

者 労

手若

男

女

パート(内数)

氏名

職名

電話

FAX番号

区3:l

年

@ 

ど 起業等年月日 業種または主要製品
ち

b I事業を新たに始めた
平成 年

か (会社を新たに興した、従業員を

を 初めて雇い入れた等)

選 月 日

月 日

4計口"-

択

し 変更年月日 従前の業種・主要製品など 新たな業種・主要製品など

て
く E業種・業態を変えた 平成 年
だ (異業種に進出した・分社した等)

さ 月 白
い

希
受講される方の職氏名 開催案内送付先

望 T 

す Iセミナーの
る 受講を希望する
選 (電話)
択

肢 イ也 名 @ 

O 支援を特に希望する事項にOを付けてください(複数選択可)

を ①労働時間・休日・休暇 a:年次有給休暇 ③安全衛生管理体制
(付

④就業制限(免許・資格) ③健康診断 ⑥機械・設備の届出
復け

数て
E個別訪問による

⑦労働条件・採用・人材確保 ⑧解雇・退職 ⑨就業規則
選く 支援を希望する

択だ
⑬賃金・退職金制度 ⑮労働保険

可さ ⑫その他(※
)い

※列挙した事項以外のものがあれは℃記入ください。

お預かりした個人情報は、この事業の円滑な遂行のためのみに使用します。



公益社団法人全国労働基準関係団体連合会都道府県支部所在地等一覧表 (平成28年4月1日現在)

支部名 T 住所 電話 l :r.~:j 

北 北海 道 支 部 060-0807 札幌市北区北七条西2丁目6番地 37山京ピノレ2階 011(747)6141 011(747)6238 

海 l青森県支部 030-0811 青森市青柳2丁目2-6労働基準会館3階 017(777)4686 017(775)8109 

岩手県支部 020-0857 盛岡市北飯岡一丁目 10-25 019(681)9911 019(681)1018 
道

宮城県支部 980-0811 仙台市青葉区一番町2丁目5番22号 GC青葉通りプラザ4階 022(265)4091 022(265)4092 

秋田県支部 010-0921 秋田市大町3-2-44協働大町ビノレ3階 018(862)3362 018(862)3729 
東

山形県支部 990-0041 山形市緑町1-9-30緑町会館3階 023(674)0204 023(615)1366 
1ヒ

福島県支部 960-8035 福島市本町5-8福島第一生命ピノレディング2階 024(522)6717 024(522)6724 

関
茨城県支部 310-0801 水戸市桜川2-2-35茨城県産業会館14階 029(225)8881 029(227)4507 

栃木県支部 321-0933 宇都宮市築瀬町1958-1栃木県建設産業会館4階 028(678)2771 028(678)2775 

東 群馬県支部 371-0031 前橋市下小出町2-16-16 027(233)3582 027(235)0908 

埼玉県支部 338-0011 さいたま市中央区新中里1-3-3埼大通りメディカノレピノレ2階 048(822)3466 048(832)0351 

千葉県 支部 260-0026 千葉市中央区千葉港4-3千葉県経営者会館305号 043(241)2626 043(241)2670 

甲 東京都支部 102-0084 千代田区一番町9-8 03(6380)8305 03(6380)8405 

神奈川県支 部 231-8443 横浜市中区相生町3-63ヤオ7 サヒソレ3階 045(662)5965 045(201)7122 

f言 新潟県支部 950-0965 新潟市中央区新光町5-1千歳ピル2階 025(283)2201 025(283)2240 

山梨県支部 400-0024 甲府市北口一丁目 15-1桂甲府ビノレ 055(251)6626 055(251)6615 
越

長野県支部 380-0918 長野市アークス2-3 026(223)0280 026(223)0277 

東
富山 県 支 部 930-0873 富山市金屋字川端767-30富山市金屋企業団地内 076(442)3966 076(442)3992 

石川県支部 920-8203 金沢市鞍月 2-2石川県繊維会館3階 076(254)1265 076(254)1267 

海 l福井県支部 910-0845 福井市志比口3-2-14はさきピノレ3階 0776(54)3323 0776(54)3325 

岐阜県支部 501-6133 岐阜市日置江4-48 058(270)0380 058(270)0388 

北
静岡県支部 420-0839 静岡市葵区鷹匠2丁目 17-5静基連会館2階 054(254)1012 054(254)4043 

愛知県支部 460-0008 名古屋市中位栄2-9-26ポーフ名古屋ピノレ8階 052(221) 1439 052(221) 1440 
f窪

二重県支部 514-0008 津市上浜町 1-293-4二重私学青少年会館l階 059(227) 1051 059(227) 1739 

近 滋賀県支部 520-0806 大津市打出浜口番15号笹川ピノレ4階 077(522)1786 077(522)1453 

I Ji(都府支部 615-0042 尽都市右黒区西院東中水町17J京都府中小企業会館6階 075(321)2731 075(312)6935 

大阪府支部 540-0033 大阪市中央区石町2-5-3エノレおおさか南館4階 06(6942)7401 06(6942)7402 

兵庫県支部 651-0096 神戸市中央区雲井通4-2-2"ークフー神戸ピノレ12階 078(231)6903 078(261)3305 

奈良県支部 630-8113 奈良市法蓮町163ーl新大宮愛正寺ヒソ1--2階 0742(36)2040 0742(36)5715 
畿

和 歌山県支部 641-0012 和歌山市紀三井寺856和歌山地域地場産業振興センター4階 073(446)7000 073(447)9313 

中 鳥取県支部 689-1112 鳥取市若葉台南1-17 0857(52)7300 0857(52)7311 

i島根 県 支 部 690-0825 松江市学園1-5-35 0852(23)1 730 0852(23) 1788 

国 岡山 県 支 部 700-0984 岡山市北区桑田町15-28岡山県労働基準会館2階 086(225)4538 086(225)3566 

広島県支部 730-0012 広島市中区上八丁堀8-23林業ピノレ8噛 082(224)日832 082(224)1 450 

山口県支部 753-0051 山口市旭通り2-9-19山口建設ピノレ2階 083(925)1 430 083(925)2282 

l徳島県支部 770-0011 徳島市北佐古l番町5ー12徳島県JA会館8晴 088(634)1266 088(633)1066 

四 香川県支部 761-8031 高松市郷東町436-3 087(816)1401 087(870)5186 

愛媛県支部 790-0067 松山市大手町lー10ーl岩本ピノレ3階 089(921)7033 089(941)8734 
国

局知 県 支 部 780-0821 荷知市桜井町2-6-31コーポNORlF 088(861)5566 088(861)5567 

すL 1.福岡県支部 810-0802 福岡市博多区中洲中島町3-10福岡県消防会館4階 092(262)7874 092(262)9893 

佐賀県支部 845-0031 小城市ニ日月町堀江1721 0952(37)8277 0952(37)8278 

州 長崎県支部 852-8117 長崎市平野町12ー11井手ヒソレ2階 095(849)2450 095(849)2458 

熊本県支部 861-5535 熊本市北区貢町691-1 096(245)7821 096(245)7825 

大分県支部 879-5515 由布市狭間町ニ船415-12 097(585) 5765 097(585) 5702 

沖 宮崎県支部 880-0811 宮崎市錦町l番10号宮崎グリーンスフィア壱番館7階 0985(25)1853 0985(28)9080 

鹿児島県支部 892-0838 鹿児島市新屋敷町16-16 099(226)3621 099(226)3622 
縄

沖縄県支部 900-0001 那覇市港町2-5-23九州沖縄トフック研修会館3階 098(868)2826 098(869)1 714 

H28.4 




